
　
現
在
お
使
い
の
保
険
証
の
有
効
期

限
は
、令
和
元
年
７
月
31
日
で
す（
有

効
期
限
が
「
平
成
」
の
元
号
は
、「
令

和
」
に
読
み
か
え
て
く
だ
さ
い
）。

　
新
し
い
保
険
証
は
７
月
下
旬
ご
ろ

に
簡
易
書
留
で
郵
送
し
ま
す
の
で
、

氏
名
や
住
所
に
誤
り
が
な
い
か
、
必

ず
お
確
か
め
く
だ
さ
い
。
８
月
に

な
っ
て
も
保
険
証
が
届
か
な
い
場
合

は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

市
民
課　
保
険
年
金
Ｇ

☎
７
３-

８
０
１
５

令和元年８月１日から　
保険証が切り替わります

見 本国民健康保険
　　被保険者証▶

　
一
部
の
飼
い
主
の
犬
の
ふ
ん
の
不

始
末
に
よ
り
、
多
く
の
苦
情
が
市
に

寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
市
の
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

関
す
る
条
例
第
９
条
で
も
、
飼
い

犬
の
ふ
ん
害
防
止
に
関
し
て
は
飼

い
主
責
任
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
記

載
さ
れ
て
お
り
、
守
ら
れ
な
か
っ
た

際
に
は
市
か
ら
指
示
を
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　
飼
い
主
の
皆
さ
ま
は
、
自
分
は
関

飼い犬のふんは　
持ち帰りましょう

係
な
い
と
は
考
え
な
い
で
、今
一
度
、

飼
い
主
と
し
て
責
任
を
持
ち
、
散
歩

す
る
時
は
ふ
ん
を
持
ち
帰
る
た
め
の

容
器
な
ど
を
携
帯
し
、
飼
い
犬
が
ふ

ん
を
し
た
ら
き
ち
ん
と
後
始
末
を
し

て
く
だ
さ
い
。
飼
育
す
る
上
で
の
マ

ナ
ー
を
守
り
、
気
持
ち
よ
く
暮
ら
せ

る
ま
ち
づ
く
り
へ
の
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　

生
活
環
境
課　
生
活
Ｇ

☎
７
３-

８
０
１
７

　

近
年
、
公
共
施
設
の
老
朽
化
が

著
し
く
、
そ
の
対
策
が
全
国
的
な

課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

本
市
で
も
、
将
来
に
わ
た
っ
て

公
共
施
設
が
適
切
に
機
能
を
果
た

し
て
い
く
よ
う
、
平
成
29
年
３
月

に
「
あ
わ
ら
市
公
共
施
設
等
総
合

管
理
計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

　

こ
の
計
画
を
も
と
に
、
施
設
ご

と
の
再
編
方
針
を
示
す
「
あ
わ
ら

市
公
共
施
設
再
配
置
計
画
」（
案
）

を
策
定
し
ま
す
の
で
、
市
民
の
皆

さ
ん
の
意
見
を
広
く
募
集
し
ま
す
。

募
集
期
間　

７
月
25
日（
木
）～
８
月
７
日（
水
）

案
件
名

あ
わ
ら
市
公
共
施
設
再
配
置
計

画
（
案
）

あわら市公共施設再配置計画
パブリックコメント募集

内　
容

２
０
１
６
年
度
か
ら
２
０
５
５
年

度
ま
で
の
40
年
間
の
計
画
で
、
公

共
施
設
の
再
配
置
を
具
体
的
に
進

め
て
い
く
た
め
の
基
本
方
針

閲
覧
方
法

募
集
期
間
内
に
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
、
ま
た
は
次
の
場
所
で

閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
政
策
課
、
市
民
課
芦
原
分
室
】

提
出
方
法

期
間
内
に
、
住
所
、
氏
名
お
よ

び
連
絡
先
を
明
記
の
上
、
持
参
、

郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
メ
ー
ル

で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

〒
９
１
９-

０
６
９
２

あ
わ
ら
市
市
姫
三
丁
目
１
番
１
号

あ
わ
ら
市
役
所　
政
策
課

☎
７
３-
８
０
０
５

７
３-
１
３
５
０

seisaku@
city.aw

ara.lg.jp

FAX

　
健
康
診
断
の
結
果
を
活
用
し
て
い

ま
す
か
？
「
健
診
結
果
が
昨
年
と
比

べ
て
悪
化
し
た
」「
異
常
値
に
近
い

検
査
項
目
が
あ
っ
た
」
な
ど
、
気
に

な
る
兆
候
が
な
い
か
確
認
し
て
み
ま

し
ょ
う
。
い
つ
ま
で
も
健
康
で
い
る

た
め
に
は
、
今
の
健
康
状
態
を
把
握

し
て
、
生
活
習
慣
を
維
持
・
改
善
す

る
こ
と
が
大
切
で
す
。

特
定
保
健
指
導
と
は
？

　
特
定
健
診
の
結
果
、「
肥
満
」
と

判
定
さ
れ
、「
高
血
糖
」「
高
血
圧
」

「
脂
質
異
常
」「
喫
煙
」
の
い
ず
れ

か
1
つ
以
上
に
該
当
し
、
生
活
習

慣
の
改
善
が
必
要
な
人
に
行
わ
れ

る
保
健
指
導
の
こ
と
で
す
。

健診は「受けたあと」が大切です

　
保
健
師
が
面
談
や
電
話
に
よ
り
、

健
診
結
果
の
説
明
や
生
活
習
慣
を

改
善
す
る
き
っ
か
け
作
り
を
行
い

ま
す
。
対
象
者
に
は
、
健
診
結
果

と
一
緒
に
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す

の
で
、
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

特
定
保
健
指
導
指
定
医
療
機
関

　
対
象
者
は
、
市
内
の
指
定
医
療
機
関

で
医
師
に
よ
る
特
定
保
健
指
導
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
積
極
的
支
援
】　  

加
納
病
院

【
動
機
付
け
支
援
】
奥
村
医
院

加
納
病
院

申
込
み　

市
民
課　
保
険
年
金
Ｇ

☎
７
３-

８
０
１
５

見 本

▼
事
前
調
査

提
出
書
類　

事
前
調
査
書

提
出
期
限　

８
月
８
日
（
木
）

※ 

事
前
調
査
書
が
届
か
な
い
場
合
は
、

商
工
労
働
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※ 

代
検
査
（
は
か
り
の
あ
る
場
所
に
出

向
い
て
行
う
検
査
）
を
希
望
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
検
査

手
数
料
の
ほ
か
に
計
量
士
の
旅
費
の

負
担
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

▼
定
期
検
査
（
集
合
検
査
）

と　
き

と
こ
ろ

９
月
24
日（
火
）

　
10
時
～
15
時
市
役
所
西
側
倉
庫

９
月
25
日（
水
）

　
10
時
～
15
時
保
健
セ
ン
タ
ー

車
庫

※ 

12
時
～
13
時
は
除
く

持
ち
物　

は
か
り
、
検
査
申
請
書

（
検
査
手
数
料
分
の
県
収

入
証
紙
を
添
付
）、
印
鑑

計量器（はかり）の定期検査

　
取
引
や
証
明
の
た
め
に
使
用
す
る

計
量
器
は
、計
量
法
第
19
条
に
よ
り
、

定
期
検
査
の
受
検
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
受
検
が
必
要
な
計
量
器

を
所
持
し
て
い
る
場
合
は
、
必
ず
検

査
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
定
期
検
査
に
先
立
ち
、
事

前
調
査
を
行
い
ま
す
。
受
検
対
象
と

な
る
計
量
器
を
所
持
す
る
事
業
所
な

ど
へ
事
前
調
査
書
を
配
布
し
ま
す
の

で
、期
日
ま
で
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
詳
細
は
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

商
工
労
働
課

☎
７
３-

８
０
３
０

　

後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
に

つ
い
て
、
均
等
割
軽
減
割
合
の
見

直
し
が
行
わ
れ
ま
す
。

▼
均
等
割
軽
減
割
合
の
変
更

対　
象　

世
帯
の
総
所
得
金
額
な
ど

が
33
万
円
以
下
で
、
世
帯

内
の
被
保
険
者
全
員
が
年

金
収
入
の
み
で
80
万
円
以

下
の
人

変
更
点　

後期高齢者医療制度に関するお知らせ
保険料均等割軽減割合の見直し

▼
均
等
割
軽
減
基
準
額
の
変
更

対　
象　

世
帯
の
総
所
得
金
額
な
ど

が
、
33
万
円
＋
基
準
額
×

世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者

数
以
下
の
人

変
更
点　

均
等
割
５
割
軽
減
対
象
者

均
等
割
２
割
軽
減
対
象
者

問
合
せ　

福
井
県
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合

☎
５
４-

６
３
３
０

30
年
度

31
年
４
月
～

軽
減
割
合

９
割

８
割

30
年
度

31
年
４
月
～

基
準
額
27
・
５
万
円

28
万
円

30
年
度

31
年
４
月
～

基
準
額
50
万
円

51
万
円

◀後期高齢者
　医療被保険者証

あすの福井県を創る運動
功労者知事表彰、優良実践者会長表彰
　（一社）あすの福井県を創る協会では、豊かな
ふるさとづくり運動の推進に関し、功績が著しい
個人および団体に対して表彰を行っています。
　５月 29 日（水）に福井県生活学習館（ユーアイ・
ふくい）で行われた総会の席上で、功労者知事表
彰および優良実践者会長表彰が行われました。
　表彰を受けられたのは、次の皆さんです。

▶
知
事
表
彰

　
（
団
体
の
部
）

【
敬
称
略
】

知
事
表
彰

団
体
の
部　

あ
わ
ら
温
泉
調
理
師
会　
芦
親
会

会
長
表
彰

個
人
の
部　

卯
目　
ひ
ろ
み

団
体
の
部　
浜
坂
す
み
よ
い
町
づ
く
り
実
行
委
員
会
問合せ　文化学習課　☎ 73-8041

▶
会
長
表
彰

　
（
個
人
の
部
）

▶
会
長
表
彰

　
（
団
体
の
部
）

市民

生活環境 政策

文化学習

　

８
月
１
日
（
木
）
か
ら
、
乗
合

タ
ク
シ
ー
停
留
所
の
新
設
や
位
置

と
名
称
の
変
更
を
し
ま
す
。
お
間

違
え
の
な
い
よ
う
に
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

　

ま
た
、
乗
合
タ
ク
シ
ー
を
利
用

す
る
に
は
登
録
が
必
要
で
す
。
詳

し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

生
活
環
境
課　
生
活
Ｇ

☎
７
３-

８
０
１
７

▼
新
設
す
る
停
留
所
（
停
留
所
番
号
）

・
下
八
日
（
４
５
１
０
）

【
場
所
】
馬
忠
倉
庫
前

あわら市乗合タクシー　　　　　
停留所の新設、位置や名称の変更

▼
位
置
を
変
更
す
る
停
留
所（
停
留
所
番
号
）

・
牛
ノ
谷
区
民
館
（
２
１
１
５
）

【
場
所
】〈
変
更
後
〉
新
区
民
館
前

〈
変
更
前
〉
旧
区
民
館
前

・金
津
本
陣
Ｉ
Ｋ
Ｏ
Ｓ
Ｓ
Ａ（
金
津
神
社
）

（
４
５
０
３
）

【
場
所
】〈
変
更
後
〉
Ｉ
Ｋ
Ｏ
Ｓ
Ｓ
Ａ

入
口
前

〈
変
更
前
〉
Ｉ
Ｋ
Ｏ
Ｓ
Ｓ
Ａ

第
２
駐
車
場
前

▼
位
置
と
名
称
を
変
更
す
る
停
留
所

・
停
留
所
番
号　
３
１
３
５

〈
変
更
後
〉【
名
称
】
河
原
井
手

【
場
所
】
河
原
井
手
７
‐
14

〈
変
更
前
〉【
名
称
】
福
伸
工
業
前

【
場
所
】
池
口
５
‐
46

生活環境

市民商工労働

9 8

注目情報注目情報


